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地方独立行政法人長崎市立病院機構内部監査規程 

平成３１年３月１日 

規程第２号 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、地方独立行政法人長崎市立病院機構（以下「法人」という。）内

部統制に関する規程（平成３１年法人規程第１号）第１０条の規定に基づき行う内

部監査の実施に係る体制等について、必要な事項を定める。 

 （内部監査の目的） 

第２条 内部監査は、内部統制体制の有効性及び妥当性について、客観的な立場から

モニタリングを行うことを目的とする。 

２ 内部監査は、法人の運営諸活動の遂行状況を合法性及び合理性の観点から検討評

価し、その結果に基づく情報の提供並びに改善及び合理化のための助言等を通じて、

法人の健全な発展に資することを目的とする。 

 （内部監査の対象) 

第３条 内部監査は、法人の運営諸活動全般について行うものとする。 

 （内部監査の区分） 

第４条 内部監査は、監査の内容に応じ次の各号に掲げる監査に区分する。 

 ⑴ 会計監査 会計業務処理の正確性、法令等との整合性、合理性及び能率性につ

いての監査 

 ⑵ 業務監査 会計業務以外の運営諸活動が法人の方針、計画、制度及び諸規程に

従って合法的、合理的及び能率的に行われているかについての監査 

２ 前項各号の監査は、定期監査（事前に定められた内部監査計画に基づいて定期的

に行う監査）及び臨時監査（理事長が必要と判断し、随時に行う監査）により行う。 

（内部監査の体制） 

第５条 内部監査の業務は、内部統制室に所属する職員が担当し、内部統制室長が統
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括する。 

２ 理事長は、内部統制室長の内申に基づき、内部統制室に所属する職員以外の職員

を監査担当者として任命することができる。 

 （監査担当者の権限） 

第６条 監査担当者は、次に掲げる権限を有する。 

 ⑴ 監査の対象部署（部・室・センター等をいう。以下同じ。）の職員に対し、帳簿

及び事務書類の提出、事実の説明、書類の作成その他必要な事項を求めること。 

 ⑵ 内部監査に当たり、必要と認めたときは、業務担当者以外の職員に説明若しく

は意見を求め、又は外部関係先に説明若しくは立会いを求めること。 

２ 前項の要求を受けた職員は、正当な理由なく、これを拒否し、又は虚偽の報告を

してはならない。 

 （監査担当者の遵守事項） 

第７条 監査担当者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 ⑴ 内部監査は、全ての事実に基づいて行い、常に公正普遍であること。 

 ⑵ 監査の対象部署の業務に関し、直接に指揮命令を行ってはならないこと。 

 ⑶ 内部監査の実施に当たり、監査の対象部署の業務に著しい支障を及ぼさないよ

う配慮すること。 

 ⑷ 職務上知り得た事項を、正当な理由なくして他に漏洩しないこと。 

 ⑸ 不正誤謬の摘発にあたるだけでなく、問題解決の改善策を提案するよう心がけ

ること。 

 （他の監査機関との調整） 

第８条 内部統制室長は、監事又は会計監査人と連絡及び調整を行い、監査を効率的

に遂行するものとする。 

２ 内部統制室長は、監事から要請があったときは、内部監査の結果について報告し

なければならない。 

 （内部監査計画） 
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第９条 内部統制室長は、毎年度初めに内部監査計画を作成し、理事長の承認を受け

なければならない。 

２ 内部監査計画には、次に掲げる事項を記載する。 

 ⑴ 監査の方針 

 ⑵ 監査の対象期間 

 ⑶ 監査の範囲 

 ⑷ 監査の対象部署 

 ⑸ 監査の実施期間 

 ⑹ その他必要事項 

３ 内部統制室長は、内部監査計画に重大な変更の必要が生じたと認められるときは、

理事長の承認を得て、内部監査計画を変更するものとする。 

 （内部監査の通知） 

第１０条 内部統制室長は、原則として、内部監査実施の日時及び監査事項を監査の

対象部署に事前に通知するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りで

ない。 

 （内部監査の方法） 

第１１条 内部監査は、実地監査及び書面監査の併用により行う。 

２ 実地監査は、監査部署において、実査、立会、確認、質問等により行う。 

３ 書面監査は、記録計算資料の精査、証拠資料、帳票、計算の突合及び諸規程等の

調査により行う。 

 （内部監査に基づく意見交換） 

第１２条 監査担当者は、内部監査実施の結果に基づく説明及び問題点等の確認のた

め、監査部署との意見交換を行うものとする。 

２ 内部統制室長は、必要に応じて関係部署との意見調整、問題点の確認等を行う。 

 （内部監査結果報告書の作成） 

第１３条 内部統制室長は、内部監査終了後遅滞なく内部監査結果報告書を作成し、



（地方独立行政法人長崎市立病院機構内部監査規程） 

 

4 
 

理事長に報告するものとする。ただし、内部統制室長が緊急を要すると認めた事項

については、直ちに理事長に報告しなければならない。 

２ 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

 ⑴ 監査の対象期間 

 ⑵ 監査の範囲及び方法 

 ⑶ 監査の対象部署 

 ⑷ 監査の実施期間 

 ⑸ 監査担当者 

 ⑹ 監査の結果 

 ⑺ 要改善事項 

 ⑻ 前各号に掲げるもののほか必要と認められる事項 

３ 前２項に規定する内部監査結果報告書は、理事長への報告後遅滞なく、監査の対

象部署の長に通知するものとし、前項第７号に定める要改善事項がある場合は、監

査の対象部署の長は、速やかに改善計画等を作成し、内部統制室長を経て、理事長

に提出しなければならない。 

４ 内部統制室長は、前項の改善計画等の措置の進捗状況について、監査後１年以内

に監査の対象部署の長に報告を求め、改善が進んでいない事項については、適宜助

言を行うとともに、理事長に報告を行う。 

５ 理事長は、内部監査結果報告書、改善計画等及び改善の進捗状況を踏まえ、業務

の改善に向けた適切な措置を講じなければならない。 

 （委任） 

第１４条 この規程に定めるもののほか、内部監査に関し必要な事項は、理事長が別

に定める。 

 

附 則 

この規程は、平成３１年３月１日から施行する。 
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附 則（令和２年３月９日規程第４号） 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年１１月１０日規程第２８号） 

この規程は、令和２年１１月１０日から施行し、令和２年１１月１日から適用する。 

 


